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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
朝
日
曽
雌
字
日
向
開
戸
五
六
四
番
の
一
地

旧

一
〇
・
二
〜

五
七
四
・
〇

先
か
ら

四
五
・
〇

都
留
市
朝
日
曽
雌
字
大
棚
原
六
六
一
番
の
一
地
先

ま
で

一
二
・
三
〜

六
〇
〇
・
五

二
六
・
五

都
留
市
朝
日
曽
雌
字
大
棚
原
六
三
二
番
の
五
地
先

六
・
二
〜

一
三
八
・
〇

か
ら

二
四
・
〇

都
留
市
朝
日
曽
雌
字
大
棚
原
六
四
〇
番
の
一
地
先

ま
で

都
留
市
朝
日
曽
雌
字
日
向
開
戸
五
六
四
番
の
一
地

新

八
・
一
〜

五
七
四
・
〇

先
か
ら

四
五
・
三

都
留
市
朝
日
曽
雌
字
大
棚
原
六
六
一
番
の
一
地
先

ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
平
沢
千
野
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

塩
山
市
大
字
竹
森
字
橋
爪
二
八
二
一
番
の
一
地
先

旧

六
・
五
〜

三
六
・
九

か
ら

五
〇
・
〇

塩
山
市
大
字
竹
森
字
橋
爪
五
四
六
八
番
の
一
地
先

ま
で

新

六
・
五
〜

三
六
・
九

五
〇
・
〇

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
芦
垣
地
区
農
地
防
災
事
業
）
計

画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
一
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

十
一
月
二
十
二
日

第
千
二
百
四
十
五
号

木　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

上
野
原
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
四
年
一
月
五
日
ま
で

公
　
　
　
告

�

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏

名

又

は

名

称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

仲
澤
　
巖

甲
府
市
貢
川
本
町
四
番
五
号

有
限
会
社
朗
月
堂
　
代
表
取
締
役
　
須
藤

孝
　
甲
府
市
貢
川
本
町
十
三
番
六
号

株
式
会
社
山
本
　
代
表
取
締
役
　
山
本
勉

中
巨
摩
郡
竜
王
町
竜
王
一
三
七
〇
番
地
一

有
限
会
社
サ
ン
ラ
イ
ト
小
林
　
代
表
取
締
役

甲
府
市
貢
川
本
町
四
番
八
号

小
林
東
光

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
朗
月
堂
本
店

（二）

所
在
地
　
甲
府
市
貢
川
本
町
十
三
番
六
号

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変

更

事

項

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

千
三
百
五
平
方
メ
ー
ト
ル

千
四
百
六
十
三
・
四
六
平
方
メ

の
合
計

ー
ト
ル

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

二
五
二
台

二
四
四
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
出
入
口
の
位
置

届
出
の
建
物
配
置
図
③
の
と
お
届
出
の
建
物
配
置
図
④
の
と
お

り

り

３
　
変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
田
富
町
東
花
輪
字
下
才
ノ
神
二
一
八
五
の
一
及
び
二
一
八
五
の
三

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
田
富
町
東
花
輪
二
千
百
八
十
五
番
地
三
　
株
式
会
社
　
ク
リ
ー
ン
ベ
ス
ト
　
代
表
取
締

役
　
河
野
利
夫教

育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
二
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
施
設
を
博
物

館
と
し
て
平
成
十
三
年
十
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
登
録
し
た
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
数
　
　
野
　
　
　
　
　
強

一
　
施
設
名

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

六
一
六



須
玉
美
術
館

二
　
所
在
地

山
梨
県
北
巨
摩
郡
須
玉
町
若
神
子
四
四
九
五
│
一
八

三
　
設
置
者

宗
教
法
人
「
救
い
の
光
教
団
」

公
安
委
員
会

�
　
遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
風
　
　
間
　
　
善
　
　
樹

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

パ
ワ
ー
ジ

株
式
会
社

一
四
〇
四
一
七

締
役
　
中
野
純
弘

規
則
第
六
条
第

ャ
ン
プ

バ
ル
テ
ッ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
東
天
満
二
丁

二
号
（
別
表
第

ク

目
一
番
二
号

五
）

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

グ
レ
ー
ト

株
式
会
社

一
四
〇
四
二
五

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

ア
マ
ゾ
ン

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ヶ
丘
北
町
一
丁
四

二
号
（
別
表
第

Ⅱ

番
五
号

五
）

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
太
陽

タ
イ
ヨ
ー

一
〇
〇
四
三
四

代
表
取
締
役
　
濱
岡
洋
平

機

の
季
節

エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一

規
則
第
六
条
第

株
式
会
社

二
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ダ
ー

株
式
会
社

一
〇
〇
四
四
二

松
元
邦
夫

機

テ
ィ
ペ
ア

藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一

規
則
第
六
条
第

Ｆ

丁
目
一
番
四
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

バ
ト
ル
ヒ

株
式
会
社

一
〇
〇
四
四
四

役
　
市
原
茂

機

ー
ロ
ー
伝

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

規
則
第
六
条
第

説
Ｅ
Ｘ

一
丁
目
二
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
バ
ト

株
式
会
社

一
〇
〇
四
六
二

役
　
市
原
茂

機

ル
ヒ
ー
ロ

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

規
則
第
六
条
第

ー
伝
説
Ｚ

一
丁
目
二
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

レ
イ
ン
ボ

高
砂
電
器

一
四
〇
四
四
八

取
締
役
　
石
井
治
夫

規
則
第
六
条
第

ー
フ
ラ
ッ

産
業
株
式

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

シ
ュ
７

会
社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

レ
イ
ン
ボ

高
砂
電
器

一
四
〇
四
四
九

取
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